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九
二

一
　
公
有
地
付
与
と
家
族
人
頭
権

ジ
ョ
ー
ジ
ア
植
民
地
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
窮
民
を
救
済
す
る
慈
善
目
的
と
、
北
米
植

民
地
を
防
衛
す
る
と
い
う
軍
事
目
的
に
よ
っ
て
一
七
三
三
年
に
建
設
さ
れ
た
も
の

で
、
兵
農
一
致
的
で
、
自
営
農
民
的
な
、
集
住
形
態
の
植
民
を
理
想
と
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
を
妨
げ
る
奴
隷
制
と
大
土
地
所
有
制
を
初
手
か
ら
禁
止
、
規
制
し

て
お
り
、
特
に
一
七
三
五
年
の
奴
隷
禁
止
法
は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の
な
か
で
は
異
例

の
試
み
で
あ
っ
たq

。
し
か
し
そ
れ
は
、
奴
隷
制
を
理
念
的
に
否
定
し
た
政
策
で
は
な

か
っ
た
。
一
七
三
三
年
の
サ
バ
ン
ナ
建
設
の
土
木
労
働
に
は
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
人
か

ら
奴
隷
を
提
供
さ
れ
て
い
た
し
、
奴
隷
禁
止
法
制
定
後
も
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
人
が
サ

バ
ン
ナ
川
対
岸
の
所
有
地
で
奴
隷
を
使
役
し
た
り
し
て
、
奴
隷
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
実

態
的
に
存
在
し
続
け
て
い
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
統
治
権
は
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
チ
ャ
ー

タ
ー
の
受
託
人
会
（T

ru
stees

）
に
あ
っ
た
が
、
現
地
の
管
理
は
役
員
会
（board
）

に
任
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
現
地
執
行
官
（presiden

t

）
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
テ

ィ
ブ
ン
ス
と
四
人
の
助
役
（assistan

t

）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
議
事
録
で

は
奴
隷
の
持
ち
込
み
問
題
が
再
三
議
題
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
一
七
四
八
年
一
月

十
三
日
の
議
題
で
、
各
五
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
土
地
付
与
を
申
請
し
た
二
人
の
南
カ
ロ

ラ
イ
ナ
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
二
人
と
一
三
人
の
奴
隷
を
年
季
奉
公
人
と
偽
っ
て
既
に

現
地
に
持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
、
と
し
て
申
請
を
却
下
し
、
そ
の
際
、

「
持
ち
込
ま
れ
る
奴
隷
は
す
べ
て
拘
束
し
、
追
放
す
る
」
と
の
決
議
を
行
っ
て
い
る
。

同
年
二
月
九
日
の
役
員
会
で
も
、「
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
人
が
奴
隷
四
〇
人
を
連
れ
て
入

植
し
た
」
と
の
情
報
を
う
け
て
捜
索
中
、
と
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
るw

。
し
か
し
、

広
大
な
サ
バ
ン
ナ
川
流
域
で
、
し
か
も
現
地
の
弱
体
な
管
理
体
制
の
も
と
で
、
こ
れ

ら
の
ゲ
リ
ラ
的
な
奴
隷
持
ち
込
み
を
完
全
に
阻
止
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
奴

隷
の
解
禁
を
実
施
す
る
直
前
の
一
七
五
〇
年
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
は
、
少
な
く
と
も
三

四
九
人
、
子
供
の
数
も
推
定
す
る
と
、
五
〇
〇
人
近
い
奴
隷
が
い
た
と
み
ら
れ
て
い

る
。そ

れ
で
も
、
奴
隷
禁
止
政
策
の
盾
が
あ
る
限
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
の
奴
隷
制
プ
ラ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
は
難
し
か
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
内
部
か
ら
の
激
し
い
奴
隷
解

ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
お
け
る
奴
隷
制
へ
の
転
換

―
土
地
付
与
政
策
と
奴
隷
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト

―

西
　
出
　
敬
　
一

ジョージア沿岸部
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九
三

ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
お
け
る
奴
隷
制
へ
の
転
換

禁
運
動
に
直
面
し
た
受
託
人
会
は
一
七
五
〇
年
に
奴
隷
禁
止
法
の
廃
止
に
追
い
込
ま

れ
る
がe

、
こ
れ
を
う
け
て
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
型
の
奴
隷
制
プ
ラ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
社
会
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
一
七
五
二
年
の
王
領
化
で
あ
り
、
王
領
化
さ
れ

た
直
後
か
ら
の
公
有
地
付
与
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
し
い
土
地
付
与
政
策
は
、
一

七
五
四
年
に
初
代
総
督
ジ
ョ
ン
・
レ
イ
ノ
ル
ズ
が
着
任
し
、
参
議
会
（C

ou
n

cil

）

﹇
一
二
人
﹈
が
設
置
さ
れ
た
の
を
う
け
て
、
一
七
五
五
年
か
ら
正
式
に
実
施
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
そ
の
他
で
行
わ
れ
た
の
と
同
じ
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
（
人
頭
権
）

制
度
﹇h

eadrigh
t

system
﹈
で
、
土
地
付
与
を
申
請
し
た
本
人
に
一
〇
〇
エ
ー
カ

ー
、
申
請
者
が
連
れ
て
く
る
妻
、
子
供
、
奉
公
人
、
奴
隷
に
、「
家
族
人
頭
権
」

（fam
ily

righ
t

）
と
し
て
、
一
人
当
た
り
五
〇
エ
ー
カ
ー
を
申
請
人
に
加
算
付
与
さ

れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
妻
や
子
供
の
人
数
に
は
限
り
が
あ
る
た
め
、
結
果
的

に
は
奴
隷
を
多
数
持
ち
込
ん
だ
者
に
大
き
な
土
地
が
与
え
ら
れ
る
仕
組
み
で
あ
り
、

ま
た
、
広
大
な
土
地
を
付
与
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
労
働
力
を
確
保
し
な
い

と
意
味
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
制
は
ま
さ
に
奴
隷
制
を
促
進

す
る
政
策
で
あ
っ
た
。
公
有
地
の
付
与
に
は
、
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
方
式
の
他
に
、
国
王

一
括
付
与
、
総
督
一
括
付
与
、
退
役
イ
ギ
リ
ス
兵
へ
の
特
別
付
与
な
ど
が
あ
り
、
参

議
会
で
審
査
、
認
可
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
七
五
五
年
四
月
か
ら
一
七
六

五
年
一
二
月
ま
で
の
約
十
一
年
間
の
参
議
会
議
事
録
の
中
の
、
土
地
付
与
の
認
可
に

関
す
る
記
録
に
基
づ
い
て
、
当
時
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
植
民
地
の
土
地
付
与
の
大
ま
か
な

状
況
を
概
観
し
て
み
た
いr

。
付
与
件
数
は
約
二
二
〇
〇
件
（
六
七
万
エ
ー
カ
ー
）
で
、

そ
の
う
ち
、
国
王
一
括
付
与
は
一
般
化
せ
ず
、
一
七
五
六
年
の
三
四
件
（
一
万
四
九

五
〇
エ
ー
カ
ー
）
の
み
で
あ
る
。
公
有
地
付
与
の
ほ
と
ん
ど
が
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
と
総

督
一
括
付
与
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
総
督
一
括
付
与
は
約
八
五
〇
件
（
総
付
与
件
数

の
三
九
％
）
で
、
約
二
七
万
エ
ー
カ
ー
（
総
付
与
面
積
の
四
〇
％
）
で
あ
る
が
、
五
〇

エ
ー
カ
ー
の
宅
地
か
ら
一
〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
ま
で
の
幅
を
も
ち
、
大
半
は
五
〇
〇
エ

ー
カ
ー
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
奴
隷
を
所
有
し
て
い
る
者
も
い
た

だ
ろ
う
し
、
後
に
奴
隷
を
購
入
し
て
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
で
追
加
付
与
を
申
請
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
っ
た
。

一
方
、
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に
よ
る
付
与
は
約
一
三
〇
〇
件
（
総
付
与
件
数
の
五
九
％
）

で
、
約
三
八
万
エ
ー
カ
ー
（
付
与
面
積
の
五
七
％
）
を
占
め
る
。
受
託
人
会
の
時
代
に

は
、
公
費
負
担
の
慈
善
入
植
者
に
は
五
〇
エ
ー
カ
ー
、
自
費
移
民
に
は
五
〇
〇
エ
ー

カ
ー
以
下
と
い
う
基
準
で
付
与
さ
れ
、
そ
れ
が
約
三
二
〇
件
（
七
万
エ
ー
カ
ー
）
だ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
飛
躍
的
な
入
植
者
数
と
土
地
付
与
規
模
に
転
換
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
るt

。
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
付
与
に
は
新
規
申
請
と
追
加
申
請
が
あ
り
、
新
規

申
請
は
申
請
対
象
の
家
族
人
頭
権
数
が
わ
か
る
が
、
追
加
申
請
の
場
合
、
申
請
者
の

所
有
す
る
家
族
人
頭
数
の
合
計
は
わ
か
る
も
の
の
、
追
加
申
請
の
対
象
と
な
る
人
頭

権
数
が
参
議
会
記
録
で
は
区
分
さ
れ
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
新
規
申
請
と
追

加
申
請
を
別
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
表
（
１
）、（
２
）
の
よ
う
に
な
っ
た
。
新
規
申

請
約
七
六
〇
件
の
う
ち
、
家
族
人
頭
権
に
奴
隷
を
含
む
ケ
ー
ス
は
約
三
九
〇
件
（
五

一
％
）
で
、
合
わ
せ
て
約
二
九
〇
〇
人
（
平
均
七
・
四
人
）
の
奴
隷
が
人
頭
権
と
し
て

申
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
ま
れ
に
五
〇
〜
一
〇
〇
人
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、

一
〇
人
未
満
が
約
三
〇
〇
件
（
八
〇
％
）
を
占
め
、
二
〇
人
以
上
で
す
ら
二
〇
件
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
小
規
模
な
奴
隷
人
頭
権
に
よ
る
付
与
こ
そ
が
ジ
ョ
ー
ジ

ア
の
奴
隷
制
農
業
の
裾
野
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
年
季
奉
公
人
の
家

族
人
頭
権
と
し
て
の
申
請
人
数
は
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
付
与
全
体
で
約
六
〇
人
に
す
ぎ

ず
、
一
件
あ
た
り
の
数
字
も
一
〜
二
人
で
、
年
季
奉
公
人
人
頭
権
は
大
土
地
所
有
の

要
因
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に
よ
る
追
加
付
与
は
、
新
規
付
与
以
後
の
家
族
人
頭
権
数
の
増
加

ぶ
り
を
物
語
っ
て
い
る
。
約
五
四
〇
件
の
う
ち
、
申
請
者
が
奴
隷
人
頭
権
を
所
有
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
約
四
〇
〇
件
（
七
四
％
）
を
占
め
、
申
請
者
の
所
有
奴
隷
の
合
計

が
約
七
〇
〇
〇
人
（
平
均
一
七
・
五
人
）
と
な
り
、
奴
隷
所
有
の
急
速
な
広
が
り
を

う
か
が
わ
せ
る
。
一
〇
人
未
満
が
約
一
八
〇
件
（
四
五
％
）
と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
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九
四

二
〇
人
以
上
が
一
三

〇
件
（
三
三
％
）
と

な
り
、
こ
の
中
に
は

四
〇
人
以
上
が
約
五

〇
件
あ
り
、
一
〇
〇

人
以
上
も
六
件
含
ま

れ
て
い
る
。
公
有
地

の
追
加
申
請
の
ほ
と

ん
ど
が
奴
隷
の
買
い

増
し
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
追
加
申
請
の

繰
り
返
し
が
、
ジ
ョ

ー
ジ
ア
の
奴
隷
制
と

大
土
地
所
有
、
つ
ま

り
大
プ
ラ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
制
を
拡
大
さ
せ

た
の
で
あ
る
。
追
加

申
請
を
繰
り
返
し
て

大
土
地
所
有
者
と
な

っ
た
い
く
つ
か
の
例

を
あ
げ
る
と
、
チ
ャ

ー
ル
ズ
・
ウ
ェ
ス
ト
は
、
一
七
五
七
年
四
月
に
奴
隷
二
二
人
で
二
五
〇
エ
ー
カ
ー
の

追
加
を
受
け
て
所
有
地
を
一
四
五
〇
エ
ー
カ
ー
と
し
、
一
七
六
五
年
二
月
ま
で
に
少

な
く
と
も
四
回
の
追
加
申
請
を
し
て
、
奴
隷
四
七
人
、
土
地
二
八
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の

大
プ
ラ
ン
タ
ー
と
な
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ボ
ン
ズ
は
、
一
七
五
八
年
七
月
に
奴

隷
二
九
人
で
二
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
追
加
付
与
を
受
け
て
、
一
四
〇
〇
エ
ー
カ
ー
と
し
、

一
七
六
五
年
八
月
ま

で
に
少
な
く
と
も
六

回
の
追
加
申
請
を
し

て
、
奴
隷
四
四
人
、

土
地
二
六
〇
〇
エ
ー

カ
ー
の
大
プ
ラ
ン
タ

ー
と
な
っ
た
。ま
た
、

一
七
三
八
年
に
サ
バ

ン
ナ
に
入
植
し
て
商

業
を
営
ん
で
い
た
ジ

ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
バ
ー

シ
ャ
ム
は
、
一
七
五

五
年
四
月
に
妻
、
子

供
三
人
、
奴
隷
三
三

人
の
家
族
人
頭
権
で

九
〇
〇
エ
ー
カ
ー
を

追
加
し
て
一
四
〇
〇

エ
ー
カ
ー
と
し
た
あ

と
、
奴
隷
八
人
を
買

い
増
し
て
、
一
七
五

六
年
五
月
に
は
三
〇

〇
エ
ー
カ
ー
を
追
加

付
与
さ
れ
て
、
付
与
に
よ
る
取
得
地
を
一
七
〇
〇
エ
ー
カ
ー
と
し
て
い
る
。
彼
は
こ

の
年
に
、
三
ヶ
所
の
米
作
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
七
〇
〇
ホ
ッ
グ
ズ
ヘ
ッ
ド
の
米
を

生
産
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
一
七
六
七
年
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
議
会
上
院
の
議
長
、

一
七
七
一
〜
七
三
年
の
総
督
代
行
な
ど
の
政
界
の
要
職
を
歴
任
し
、
一
七
七
二
年
の

表（１）人頭権による新規土地付与（1755～1765年）

年次 付与
奴隷人頭権 奴隷人頭権数

を含むもの 1～9 10～19 20～29 30～39 40以上 小計（人）

1755 71 43 32 9 0 1 1（110人） 294

1756 61 27 17 10 0 0 0 176

1757 71 28 25 3 0 0 0 110

1758 84 28 26 2 0 0 0 128

1759 102 57 42 10 2 0 3（40,60,114人） 553

1760 42 38 28 7 3 0 0 270

1761 24 24 20 3 1 0 0 141

1762 25 21 20 0 0 1 0 91

1763 30 18 17 1 0 0 0 77

1764 112 48 36 9 1 1 1（50人） 349

1765 133 55 34 13 3 1 4（40,40,77,79人） 656

計 755 387 297 67 10 4 9 2845

年平均 68.6 35.2 27.0 6.1 － － － 258.6

資料：The Colonial Records of the State of Georgia, VI~IX

表（２）人頭権による追加土地付与（1755～1765年）

年次 付与
奴隷人頭権 申請者の所有奴隷数

を含むもの 1～9 10～39 40～59 60～99 100以上 計（人） 平均

1755 42 33 8 23 0 2 0 685 20.7
1756 38 25 6 15 3 1 0 526 21.0
1757 55 32 11 14 5 2 0 847 26.4
1758 69 35 19 11 5 0 0 536 15.3
1759 73 55 29 20 4 0 2（100,106人） 852 15.5
1760 32 30 14 11 3 1 1（113人） 575 19.2
1761 26 26 13 10 2 1 0 483 18.6
1762 33 26 12 11 1 2 0 462 17.8
1763 17 14 8 4 0 0 2（111,125人） 323 23.1
1764 68 43 32 10 1 0 0 336 7.8
1765 86 68 26 29 7 5 1（108人） 1445 21.3
計 539 387 178 158 31 14 6 7070 18.2
年平均 49.0 35.2 － － － － － 642 －

資料：The Colonial Records of the State of Georgia, VI~IX
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九
五

ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
お
け
る
奴
隷
制
へ
の
転
換

奴
隷
所
有
数
が
一
九
八
人
に
ま
で
達
た
。
女
性
申
請
者
に
も
、
人
頭
権
数
、
開
拓
能

力
な
ど
の
要
件
を
満
た
せ
ば
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に
よ
っ
て
公
有
地
が
付
与
さ
れ
た
。
例

え
ば
、
未
亡
人
の
ア
ビ
ゲ
イ
ル
・
ミ
ニ
ス
は
一
七
五
七
年
四
月
に
、
子
供
八
人
、
奴

隷
一
人
の
家
族
人
頭
権
で
五
〇
〇
エ
ー
カ
ー
を
付
与
さ
れ
、
サ
ラ
・
シ
ン
ク
レ
ア
は

一
七
五
五
年
一
〇
月
に
、
子
供
三
人
、
奴
隷
五
人
で
五
〇
〇
エ
ー
カ
ー
を
付
与
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
サ
ラ
・
ボ
デ
ィ
は
一
七
五
八
年
二
月
に
、
子
供
四
人
、
奴
隷
八
人
、

土
地
二
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
所
有
で
、
二
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
追
加
付
与
を
受
け
、
未
婚

婦
人
の
ア
ン
・
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
は
、
一
七
五
七
年
六
月
に
、
年
季
奉
公
人
三
人
、

奴
隷
八
人
の
人
頭
権
で
四
〇
〇
エ
ー
カ
ー
を
付
与
さ
れ
た
。
中
に
は
未
亡
人
の
エ
リ

ザ
ベ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
よ
う
に
、
巨
大
プ
ラ
ン
タ
ー
と
な
っ
た
女
性
も
い
た
。
彼
女

は
一
七
六
三
年
一
月
に
、
子
供
一
人
、
奴
隷
一
一
一
人
の
所
有
で
、
二
三
五
〇
エ
ー

カ
ー
の
追
加
付
与
を
受
け
て
所
有
地
を
五
七
〇
〇
エ
ー
カ
ー
に
拡
大
し
て
い
る
。
彼

女
た
ち
も
ま
た
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
奴
隷
制
の
拡
大
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

二
　
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
米
作
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

一
七
一
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
東
部
低
地
で
米
作
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
奴
隷
制
が
発
展
し
、
巨
大
な
プ
ラ
ン
タ
ー
階
級
と
、
黒
人
人
口

が
白
人
を
上
回
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
奴
隷
制
社
会
が
出
現
し
た
（
米
作

革
命
）。
米
の
輸
出
量
が
、
一
七
〇
八
年
の
六
七
万
ポ
ン
ド
か
ら
、
一
七
一
〇
年
の

一
五
〇
万
ポ
ン
ド
、
一
七
二
〇
年
の
六
四
〇
万
ポ
ン
ド
、
一
七
三
〇
年
の
一
九
〇
〇

万
ポ
ン
ド
、
一
七
四
〇
年
の
四
三
〇
〇
万
ポ
ン
ド
へ
と
拡
大
し
た
。
奴
隷
人
口
も
、

一
七
〇
八
年
の
四
一
〇
〇
人
か
ら
、
一
七
一
五
年
の
一
万
人
、
一
七
三
〇
年
の
二
万

人
、
一
七
四
〇
年
の
三
万
人
（
全
人
口
の
六
七
％
）
へ
と
増
加
し
たy

。
米
作
革
命
に
と

も
な
い
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
人
は
米
作
に
適
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
低
地
へ
の
関
心
を
募
ら

せ
て
い
っ
た
。
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
米
作
プ
ラ
ン
タ
ー
の
中
に
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
植
民

地
の
建
設
に
積
極
的
に
協
力
し
た
人
々
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
お
り
し
も
、
一
七
三

九
年
か
ら
の
英
西
戦
争
な
ど
の
影
響
に
よ
る
米
価
の
下
落
、
同
年
の
奴
隷
反
乱
（
ス

ト
ノ
反
乱
）
を
う
け
た
奴
隷
価
格
の
高
騰
な
ど
に
よ
っ
て
、
一
七
四
〇
年
代
の
南
カ

ロ
ラ
イ
ナ
米
作
経
済
に
は
、
不
況
感
が
漂
っ
て
い
たu

。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア

の
河
口
沿
岸
に
広
が
る
肥
沃
な
湿
地
へ
の
進
出
を
妨
げ
て
い
る
、
大
土
地
所
有
の
規

制
と
奴
隷
を
禁
止
す
る
政
策
の
撤
廃
を
待
ち
望
ん
で
い
る
人
々
は
多
か
っ
た
。
事
実
、

一
七
四
八
年
一
月
に
は
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
・
プ
ラ
ン
タ
ー
の
有
志
が
ジ
ョ
ー
ジ
ア
植

民
地
当
局
に
奴
隷
解
禁
の
請
願
を
行
っ
て
い
るi

。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
が
奴
隷
と
大
土
地
所

有
を
解
禁
し
た
一
七
五
〇
年
代
を
境
に
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
人
の
大
き
な
移
動
の
流
れ

が
生
じ
た
。
大
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
台
頭
を
嫌
う
人
々
は
奥
地
（back

cou
n

try

）

へ
、
米
作
に
執
着
す
る
人
々
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
東
岸
（low

cou
n

try

）
へ
と
移
動
し

た
。
そ
の
結
果
は
、
一
七
七
〇
年
の
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
人
口
分
布
と
な
っ
て
端
的
に

表
れ
て
い
る
。
東
部
沿
岸
が
白
人
一
万
九
〇
〇
〇
人
、
奴
隷
七
万
人
に
対
し
て
、
奥

地
は
白
人
三
万
人
、
奴
隷
六
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
たo

。
奴
隷
を
解
禁
し
て
王
領
化
し
た

ジ
ョ
ー
ジ
ア
植
民
地
の
、
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に
よ
る
公
有
地
付
与
政
策
を
利
用
し
て
ジ

ョ
ー
ジ
ア
に
移
住
し
た
人
々
は
、
多
数
の
奴
隷
を
持
ち
込
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
米
作

の
資
金
と
経
験
も
導
入
し
た
の
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
参
議
会
の
土
地
付
与
の
記
録
に
は
被
付
与
者
の
出
自
が
ほ
と
ん
ど
明

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
人
以
外
で
出
自
が
記
さ
れ
て
い
る
数
少
な
い
ケ

ー
ス
を
サ
ン
プ
ル
と
し
て
拾
い
出
し
て
み
る
と
表
（
３
）
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表

は
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
人
が
相
対
的
に
多
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
し
、
別
の
サ
ン
プ

ル
調
査
で
も
、
一
七
五
〇
〜
五
四
年
の
申
請
三
二
四
件
の
う
ち
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
人
の

一
三
〇
人
に
次
い
で
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
人
が
一
一
九
人
を
占
め
て
い
る!0

。
い
ち
早
く

ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
移
住
し
た
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
・
プ
ラ
ン
タ
ー
の
例
を
見
て
み
る
と
、
プ

ラ
ン
タ
ー
の
息
子
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
デ
ボ
ー
は
、
一
七
五
一
年
一
月
に
す
で
に
五
〇
〇

エ
ー
カ
ー
の
付
与
を
受
け
て
い
た
が
、
父
の
遺
産
を
も
と
に
一
七
五
五
年
に
奴
隷
一



302

九
六

四
人
を
購
入
し
て
奴
隷
を
増
や
し
、
一
七
五
六
年
に

は
、
子
供
六
人
、
奴
隷
六
六
人
の
所
有
で
、
二
〇
〇

〇
エ
ー
カ
ー
の
追
加
付
与
を
受
け
て
巨
大
プ
ラ
ン
タ

ー
と
な
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
下
院
議
員
を
長
く
歴
任
し
、

一
七
七
二
年
時
点
の
財
産
は
、
土
地
三
三
五
〇
エ
ー

カ
ー
、
奴
隷
一
〇
〇
人
に
達
し
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム

ズ
・
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
は
米
作
プ
ラ
ン
タ
ー
だ
っ
た

が
、
負
債
の
抵
当
で
土
地
二
〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
と
奴

隷
五
六
人
を
失
い
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
の
再
起
を
め
ざ

し
て
一
七
五
二
年
に
五
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
付
与
か
ら

出
発
し
、
追
加
付
与
を
重
ね
て
、
一
七
五
九
年
に
は

土
地
二
〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
、
奴
隷
一
一
四
人
の
巨
大

プ
ラ
ン
タ
ー
に
な
っ
て
い
た
。
ジ
ョ
セ
フ
・
ギ
ボ
ン

ズ
は
、
一
七
五
二
年
に
五
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
付
与
を

受
け
た
後
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
土
地
を
売
却
し
た
資

金
で
、
妻
、
子
供
二
人
、
奴
隷
三
一
人
を
連
れ
て
移

住
し
、
一
七
五
九
年
に
は
奴
隷
五
三
人
、
土
地
三
一

〇
〇
エ
ー
カ
ー
、
一
七
六
五
年
に
は
奴
隷
一
〇
八
人
、

土
地
四
八
六
〇
エ
ー
カ
ー
の
巨
大
プ
ラ
ン
タ
ー
に
な
っ
た
。
サ
ム
エ
ル
・
ヘ
イ
ス
テ

ィ
ン
グ
ス
は
、
一
七
五
五
年
八
月
に
、
妻
、
子
供
六
人
、
奴
隷
一
一
人
の
人
頭
権
で

一
〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
を
付
与
さ
れ
た
し
、
同
じ
年
に
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
で
九
〇
人
の

奴
隷
を
所
有
し
て
い
た
大
プ
ラ
ン
タ
ー
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ト
ラ
ー
も
、
一
〇
〇
〇

エ
ー
カ
ー
の
付
与
を
受
け
、
一
七
六
一
年
に
は
、
奴
隷
は
五
八
人
に
減
少
し
た
も
の

の
、
土
地
は
三
三
五
〇
エ
ー
カ
ー
を
所
有
し
て
い
た
。
同
じ
く
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
プ

ラ
ン
タ
ー
だ
っ
た
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
、
一
七
五
八
年
七
月
に
妻
、
子
供

四
人
、
奴
隷
一
六
人
の
人
頭
権
で
一
〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
を
付
与
さ
れ
て
米
作
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
設
し
、
一
七
六
二
年
に
は
す
で
に
六
二
〇
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
米
を
生

産
し
て
い
た
し
、
四
人
の
子
供
も
全
て
プ
ラ
ン
タ
ー
と
な
っ
た
。
中
に
は
、
南
カ
ロ

ラ
イ
ナ
で
商
人
だ
っ
た
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
リ
ー
ド
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
彼
は
一

七
五
五
年
四
月
に
妻
、
子
供
二
人
、
年
季
奉
公
人
一
人
、
奴
隷
一
二
人
の
人
頭
権
で

八
〇
〇
エ
ー
カ
ー
を
付
与
さ
れ
、
商
人
と
し
て
も
プ
ラ
ン
タ
ー
と
し
て
も
成
功
し
、

一
七
五
六
年
に
は
参
議
会
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
一
七
六
〇
年
の
所
有
財
産
は
、
土

地
一
九
〇
〇
エ
ー
カ
ー
と
奴
隷
四
〇
人
で
あ
っ
た!1

。
し
か
し
な
ん
と
い
っ
て
も
、
ジ

ョ
ー
ジ
ア
で
大
プ
ラ
ン
タ
ー
と
し
て
成
功
し
た
典
型
的
な
例
は
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ブ
ラ

イ
ア
ン
で
あ
る
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
家
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
接
す
る
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
南
端
の

教
区
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
構
え
る
名
家
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
オ
グ
ル
ソ
ー
プ
の

ジ
ョ
ー
ジ
ア
植
民
に
最
初
か
ら
協
力
し
て
い
た
し
、
そ
れ
以
来
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
強
い

関
心
を
も
っ
て
い
た
。
息
子
の
ジ
ョ
ナ
サ
ン
は
一
七
五
一
年
一
月
に
奴
隷
四
〇
人
余

り
を
連
れ
て
サ
バ
ン
ナ
河
畔
に
移
住
し
、
米
作
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（W

aln
u

t
H

ill

）

を
開
設
し
、
何
度
も
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
付
与
の
追
加
申
請
を
繰
り
返
し
た
。
一
七
五
四

年
に
参
議
会
の
創
設
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
こ
と
が
、
良
地
選
択
に
有
利
な
条
件
と
な

り
、
一
七
五
五
年
八
月
時
点
で
奴
隷
七
八
人
を
所
有
し
、
一
七
六
〇
年
十
二
月
に
は

奴
隷
一
一
六
人
の
所
有
で
一
六
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
追
加
付
与
を
受
け
、
合
わ
せ
て
七

〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー
と
し
た
。
一
七
七
五
年
に
は
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
と
ジ
ョ
ー
ジ
ア
を

合
わ
せ
て
、
奴
隷
約
三
〇
〇
人
、
土
地
約
一
万
エ
ー
カ
ー
と
い
う
「
プ
ラ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
帝
国
」（plan

tation
em

pire

）
を
築
き
あ
げ
た
の
で
あ
る!2

。
ブ
ラ
イ
ア
ン
家
が

ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
築
い
た
巨
大
プ
ラ
ン
タ
ー
階
級
の
伝
統
は
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
、

ピ
ア
ス
・
バ
ト
ラ
ー
や
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
ク
ー
パ
ー
ら
へ
と
受
け
継
が

れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
・
プ
ラ
ン
タ
ー
の
移
住
が
ジ
ョ
ー
ジ
ア
米
作
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
経
済
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
意
外
な
事
実
は
、
南
カ

ロ
ラ
イ
ナ
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
移
民
も
ジ
ョ
ー
ジ
ア
奴
隷
制
の
普
及
に
少
な
か
ら
ぬ
役

表３　出自別ヘッドライト土地付与（1755～65年のサンプル）

被付与者の出自 人 数 所有奴隷（人） 付与面積（エーカー）

南カロライナ 54 588 29750

北カロライナ 12 55 3850

ヴァージニア 2 14 500

その他 6 36 2150

（計） 74 693 36250

資料：The Colonial Records of the State of Georgia, VI~IX
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九
七

ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
お
け
る
奴
隷
制
へ
の
転
換

割
を
果
た
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
六
三
〇
年
代
に
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
入
植
し

た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
一
部
が
、
一
六
九
五
年
に
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
ア
シ
ュ
レ
ー
河
畔

に
あ
る
ド
ー
チ
ェ
ス
タ
ー
に
移
住
し
て
農
業
を
営
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
ジ
ョ
ー
ジ

ア
が
奴
隷
を
解
禁
し
た
こ
と
を
知
り
、
米
作
の
た
め
の
新
天
地
を
求
め
て
再
移
住
を

決
め
た
の
で
あ
る
。
一
七
五
二
年
七
月
に
第
一
陣
の
四
五
人
が
合
わ
せ
て
二
万
一
七

〇
〇
エ
ー
カ
ー
、
八
月
に
第
二
陣
の
二
八
人
が
九
六
五
〇
エ
ー
カ
ー
と
い
う
ふ
う
に

付
与
さ
れ
て
集
団
移
住
し
、
一
七
六
〇
年
の
末
に
は
、
白
人
二
二
四
人
、
奴
隷
四
三

八
人
の
人
口
と
な
り
、
一
七
七
一
年
ま
で
に
、
合
計
三
五
〇
人
が
一
五
〇
〇
人
の
奴

隷
を
持
ち
込
み
、
三
万
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
付
与
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
当
時
米
作
の

た
め
の
一
等
地
と
目
さ
れ
て
い
た
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
河
畔
に
集
中
し
、
多
く
が
米
作
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
い
た
。
彼
ら
が
一
七
五
八
年
に
こ
の
地
区
に
建
設
し
た
港
町

サ
ン
ベ
リ
ー
は
、
サ
バ
ン
ナ
に
次
ぐ
米
の
輸
出
港
と
な
っ
た
。
彼
ら
の
中
に
は
も
ち

ろ
ん
大
プ
ラ
ン
タ
ー
と
な
っ
た
者
も
い
た
。
例
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
の

場
合
は
、
一
七
五
四
年
二
月
に
妻
、
子
供
四
人
、
奴
隷
三
人
を
連
れ
て
移
住
し
、
五

〇
〇
エ
ー
カ
ー
を
付
与
さ
れ
た
後
、
奴
隷
を
買
い
増
し
て
追
加
付
与
を
受
け
、
一
七

五
八
年
三
月
時
点
に
は
奴
隷
三
五
人
、
土
地
一
九
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
米
作
プ
ラ
ン
タ

ー
に
成
長
し
て
い
る
。
ま
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
グ
レ
イ
ブ
ス
は
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
に
い

る
時
す
で
に
奴
隷
二
〇
人
を
所
有
す
る
米
作
プ
ラ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
が
、
一
七
五
二

年
七
月
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
地
区
に
五
〇
〇
エ
ー
カ
ー
を
付
与
さ
れ
た

の
を
皮
切
り
に
、
追
加
付
与
を
重
ね
て
、
一
七
五
六
年
四
月
に
、
妻
、
子
供
一
人
、

奴
隷
二
八
人
を
連
れ
て
現
地
に
移
住
し
、
早
く
も
同
年
末
に
は
、
奴
隷
四
七
人
、
一

七
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
大
プ
ラ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
独
立
革
命
に
際
し
て
、

保
守
的
な
ジ
ョ
ー
ジ
ア
政
界
に
あ
っ
て
、
急
進
派
と
し
て
闘
い
の
先
頭
に
立
ち
、
中

で
も
ラ
イ
マ
ン
・
ホ
ー
ル
は
、『
独
立
宣
言
』
の
署
名
者
と
な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
る
。
ホ
ー
ル
に
は
、
第
二
回
大
陸
会
議
に
出
か
け
る
際
に
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
仲
間
へ
の
手
み
や
げ
と
し
て
六
〇
樽
の
米
を
運
ん
で
行
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ

ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
る!3

。

と
に
か
く
、
一
七
五
〇
〜
六
〇
年
代
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
方
式
に
よ
る
土
地
付
与
政

策
の
当
初
に
、
こ
れ
を
利
用
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
移
住
し
た
人
々
は
、
多
く
の
奴
隷

の
導
入
に
よ
っ
て
奴
隷
制
を
広
め
た
だ
け
で
な
く
、
米
作
の
資
金
と
経
験
を
直
接
に

も
た
ら
し
た
点
で
も
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
奴
隷
制
米
作
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
発
展
の
基

礎
を
築
い
た
と
い
え
る
。

三
　
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
米
作
革
命

ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
東
部
沿
岸
は
、
サ
バ
ン
ナ
川
を
挟
ん
で
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
と
つ
な
が

っ
て
お
り
、
気
候
も
同
じ
な
上
に
、
北
か
ら
南
に
向
か
っ
て
多
く
の
河
川
と
そ
れ
に

伴
う
低
地
、
湿
地
が
豊
富
に
存
在
し
た
。
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に
よ
る
付
与
地
の
ほ
と
ん

ど
が
、
こ
れ
ら
湿
地
に
集
中
し
た
の
も
う
な
ず
け
る
。
付
与
地
を
地
域
的
に
大
別
す

る
と
、
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
河
畔
が
約
二
五
％
で
最
も
多
く
、
サ
バ
ン
ナ
河
畔
が
一
四
％
、

ミ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
河
畔
が
一
一
％
と
な
っ
て
お
り
、
北
部
の
河
川
沿
岸
に
集
中
し
て
い

る
。
二
〇
人
以
上
の
奴
隷
所
有
者
へ
の
付
与
地
の
サ
ン
プ
ル
一
七
〇
ヶ
所
で
見
る
と
、

ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
流
域
が
二
四
件
、
オ
ジ
ェ
テ
ィ
ー
流
域
が
二
一
件
、
サ
バ
ン
ナ
流
域

が
一
九
件
、
サ
テ
ィ
ラ
流
域
が
一
八
件
、
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
流
域
が
八
件
、
な
ど
が
主

な
付
与
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
地
名
にsw

am
p

、m
arsh

が
付
く
付
与

地
域
が
一
四
件
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
奴
隷
解
禁
後
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
へ
の
移
住
者

の
大
筋
の
動
向
は
、
多
く
の
点
で
米
作
農
業
へ
の
流
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
い
え

る
。
奴
隷
解
禁
そ
の
も
の
も
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
有
形
無
形
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
所

産
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
解
禁
後
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
開
発
に
も
南
カ
ロ
ラ
イ

ナ
人
の
役
割
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
土
地
は
無
償
で
付
与
さ
れ
た
に
し
て
も
、
米
作
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
設
し
て
採
算
レ
ベ
ル
に
す
る
に
は
、
水
田
一
〇
〇
エ
ー
カ
ー
当
た
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り
、
少
な
く
て
も
一
五
人
ほ
ど
の
奴
隷
と
、
そ
の
他
の
設
備
資
金
が
必
要
と
さ
れ
て

お
り
、
仮
に
四
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
水
田
だ
と
奴
隷
が
六
〇
人
必
要
と
な
り
、
一
人
あ

た
り
四
〇
ポ
ン
ド
（
一
〇
〇
エ
ー
カ
ー
の
地
価
に
相
当
）
と
さ
れ
た
奴
隷
の
購
入
費
が

二
四
〇
〇
ポ
ン
ド
と
い
う
大
き
な
額
と
な
る
。
米
作
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
開
設
資
金

の
七
五
％
が
奴
隷
購
入
費
だ
っ
た
と
さ
え
み
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
多
く
の
奴
隷
を
確

保
出
来
る
大
プ
ラ
ン
タ
ー
に
、
よ
り
成
功
の
機
会
が
あ
っ
た!4

。
さ
ら
に
、
水
田
耕
作

の
た
め
の
灌
漑
、
排
水
設
備
の
規
模
も
プ
ラ
ン
タ
ー
と
し
て
の
成
否
を
左
右
し
た
。

一
七
六
〇
年
代
に
導
入
さ
れ
、
一
七
八
〇
年
代
か
ら
急
速
に
普
及
し
た
「
潮
水
灌
漑

方
式
」（tidal-flow

system

）
は
、
潮
の
干
満
に
よ
る
河
川
の
水
位
の
移
動
を
利
用

し
て
水
田
の
冠
水
、
排
水
を
行
う
も
の
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
河
川
環
境
の
利
点
を
活

用
し
、
そ
れ
ま
で
の
湿
地
「
た
め
池
方
式
」（sw

am
p

system

）
に
比
べ
て
、
干
ば

つ
被
害
が
な
く
、
大
規
模
水
田
を
可
能
に
し
、
米
の
生
産
を
大
き
く
拡
大
す
る
画
期

的
な
技
術
革
新
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
七
九
〇
年
代
の
水
力
精
米
機
の
普
及
が
こ

れ
と
結
び
つ
い
た
。
い
ず
れ
も
、
巨
額
の
資
金
を
必
要
と
し
た
。
ま
た
、
米
作
労
働

に
お
け
る
タ
ス
ク
・
シ
ス
テ
ム
（task

system

）﹇
労
働
割
当
制
﹈
も
、
不
在
プ
ラ

ン
タ
ー
の
多
い
米
作
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
奴
隷
の
ア
フ
リ
カ
伝
来
の
米
作
知
識

を
活
用
し
、
ノ
ル
マ
の
達
成
目
標
を
与
え
て
奴
隷
の
労
働
意
欲
を
刺
激
す
る
な
ど
の

点
で
、
米
作
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
発
展
に
役
立
っ
た!5

。

奴
隷
労
働
力
の
調
達
の
面
か
ら
見
る
と
、
初
期
の
奴
隷
導
入
の
ほ
と
ん
ど
が
南
カ

ロ
ラ
イ
ナ
か
ら
の
も
の
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
一
七
五
〇
〜
六
四
年
の
奴
隷
輸
入
一

八
七
五
人
の
う
ち
、
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
か
ら
が
一
二
三
八
人
（
六
六
％
）
を
占
め
、
こ

れ
に
次
ぐ
の
は
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
や
ジ
ャ
マ
イ
カ
と
い
っ
た
カ
リ
ブ
海
地

域
か
ら
の
五
九
七
人
（
三
二
％
）
で
あ
る!6

。
や
が
て
一
七
六
五
年
頃
か
ら
西
ア
フ
リ

カ
か
ら
の
輸
入
が
中
心
に
な
る
が
、
一
七
五
五
〜
一
七
七
一
年
総
輸
入
奴
隷
四
四
〇

〇
人
で
み
る
と
、
西
ア
フ
リ
カ
か
ら
が
五
七
％
を
占
め
、
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
カ
リ
ブ

海
地
域
の
三
七
％
と
な
り
、
一
七
九
四
〜
九
八
年
の
輸
入
奴
隷
七
五
六
六
人
の
う
ち

で
は
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
が
六
〇
八
三
人
（
八

〇
％
）
も
占
め
て
い
る!7

。
奴
隷
人
口
の
増
加

に
と
も
な
っ
て
、
全
人
口
に
占
め
る
黒
人

の
比
率
も
四
〇
％
台
に
ま
で
高
ま
り
、
南

カ
ロ
ラ
イ
ナ
東
岸
に
次
ぐ
レ
ベ
ル
に
達
し

た
（
表
４
）。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
も
、
東
部
沿
岸

地
域
だ
け
に
限
れ
ば
、
一
七
九
〇
年
セ
ン

サ
ス
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
奴
隷
が

全
人
口
の
約
七
〇
％
で
あ
る
（
ジ
ョ
ー
ジ
ア

全
体
で
は
三
六
％
）。
し
か
し
、
奴
隷
所
有
者

内
部
で
の
所
有
格
差
は
大
き
か
っ
た
。
一

七
五
五
〜
七
七
年
の
財
産
目
録
の
サ
ン
プ

ル
二
〇
二
件
の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の
中

の
平
均
奴
隷
所
有
数
が
、
一
一
人
（
一
七
五

五
〜
六
五
年
）
か
ら
二
三
人
（
一
七
六
六
〜
七

七
年
）
へ
と
倍
増
し
て
い
る
。
五
〇
人
以
上

の
奴
隷
を
所
有
す
る
者
は
全
土
地
所
有
者
の
六
％
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
総
所
有
地
と

総
所
有
奴
隷
の
四
五
％
を
独
占
し
て
い
る
。
二
〇
人
以
上
の
奴
隷
所
有
者
に
枠
を
広

め
る
と
、
全
所
有
奴
隷
の
七
五
％
を
所
有
し
、
一
方
で
は
、
一
〇
人
未
満
の
奴
隷
所

有
者
は
全
奴
隷
所
有
者
の
五
六
％
も
い
る!8

。
ま
た
、
一
七
九
〇
年
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
全

世
帯
の
う
ち
、
奴
隷
所
有
世
帯
は
約
二
五
％
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
奴
隷
所
有
の
格

差
が
あ
り
な
が
ら
も
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
経
済
の
発
展
は
奴
隷
制
に
基
づ
く
経
済
に
支
え

ら
れ
て
い
た
事
実
は
否
め
な
い
。
米
を
中
心
に
、
毛
皮
、
木
材
な
ど
を
含
め
て
、
ジ

ョ
ー
ジ
ア
の
輸
出
額
は
一
七
五
五
年
の
約
一
万
六
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
か
ら
、
一
七
六
六

年
の
八
万
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
、
さ
ら
に
一
七
七
三
年
の
一
二
万
二
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
に

増
加
し
、
サ
バ
ン
ナ
か
ら
の
米
の
輸
出
も
、
一
七
五
五
年
の
約
二
三
〇
〇
バ
レ
ル
か

表（４）ジョージアの人種別人口（人）

年次 白人 黒人 計 黒人の％

1753 2400 1100 3500 31.4
1760 6000 3600 9600 37.5
1770 13000 11000 24000 45.8
1772 18000 15000 33000 45.4
1790 53000 30000 83000 36.1

資料：E.V.Greene and Virginia Harrington, American Population before
the Federal Census of 1790 (Peter Smith, 1966), p.181; Kenneth
Coleman, Colonial Georgia: A History (New York: Kto Press,
1976), pp.223～228.
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九

ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
お
け
る
奴
隷
制
へ
の
転
換

ら
、
一
七
六
八
年
の
一
万
八
〇
〇
〇
バ
レ
ル
、
一
七
七
二
年
の
二
万
五
〇
〇
〇
バ
レ

ル
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
十
倍
ほ
ど
に
拡
大
し
て
い
る!9

。

以
上
の
よ
う
に
、
奴
隷
制
と
大
土
地
所
有
を
禁
止
し
て
中
小
自
営
農
民
が
絹
や
ぶ

ど
う
酒
な
ど
を
生
産
す
る
経
済
と
し
て
建
設
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
ア
植
民
地
は
、
奴
隷

と
土
地
規
制
の
解
禁
、
さ
ら
に
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
方
式
の
公
有
地
付
与
政
策
と
に
よ
っ

て
、
ま
た
た
く
間
に
、
米
作
を
中
心
と
す
る
奴
隷
制
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
済
に
転

換
し
た
。
こ
れ
は
東
部
米
作
地
域
に
巨
大
プ
ラ
ン
タ
ー
階
級
を
生
み
出
し
、
黒
人
人

口
比
率
の
高
い
社
会
を
も
た
ら
し
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
植
民
地
の
こ
の
経
済
的
、
社
会

的
変
革
（
米
作
革
命
）
の
創
出
に
果
た
し
た
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
人
の
役
割
は
特
に
大
き

く
、
そ
れ
が
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
米
作
革
命
の
「
延
長
」（exten

sion

）
だ
っ
た
と
言
わ

れ
る
所
以
な
の
で
あ
る
。

q

西
出
敬
一
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
植
民
地
の
創
設
と
黒
人
奴
隷
制
」『
人
文
学
会
紀
要
（
札

幌
学
院
大
学
）』
五
九
号
（
一
九
九
六
年
）
一
〜
一
九
頁

w

T
h

e
C

olon
ial

R
ecord

s
of

th
e

S
tate

of
G

eorgia
,V

I
(A

tlan
ta,
1906),

pp.207~
209.

e

西
出
敬
一
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
植
民
地
に
お
け
る
奴
隷
解
禁
論
争
」『
人
間
社
会
文
化
研

究
（
徳
島
大
学
）』
第
一
〇
巻
（
二
〇
〇
三
年
）
八
三
〜
九
七
頁

r

議
事
録
に
は
統
計
が
な
く
、
情
報
も
整
理
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
の
数
字
は

あ
く
ま
で
も
、
概
観
を
把
握
す
る
た
め
の
大
雑
把
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
の

参
議
会
記
録
の
資
料
は
、
特
記
し
な
い
限
りC

olon
ial

R
ecord

s,
V

I~
IX

に
基
づ
い

て
い
る
。

t

Jam
es

C
allaw

ay,T
he

E
arly

S
ettlem

ent
of

G
eorgia

(A
thens:

U
n

iversity

of
G

eorgia
P

ress,1948),pp.39~
40.

y

H
en

ry
D

eth
loff,A

H
istory

of
th

e
A

m
erican

R
ice

In
d

u
stry,1685-1985

(T
exas:

A
&

M
U

n
iversity

P
ress,

1988),
p.9;

西
出
敬
一
「
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
黒

人
奴
隷
制
の
成
立
」『
西
洋
史
学
』
一
三
三
号
（
一
九
八
四
年
）
二
九
頁

u

D
avid

C
hesnutt,

S
ou

th
C

arolin
a’s

E
xpan

sion
in

to
C

olon
ial

G
eorgia,

1720~
1765

(N
ew

Y
ork:G

arlan
d

P
u

blish
in

g,1989),p.36.

i

H
arvey

Jackson
,

“T
h

e
C

arolin
a

C
on

n
ection

:
Jon

ath
an

B
ryan

,
H

is

B
roth

ers,an
d

th
e

F
ou

n
din

g
of

G
eorgia,

1733-1752,”
G

eorgia
H

istorical

Q
u

arterly,68-2
(1984),p.171.

o

P
eter

C
oclan

is,
T

h
e

S
h

ad
ow

of
a

D
ream

:
E

con
om
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